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君 津 市 宅 地 開 発 事 業 指 導 要 綱 
平成８年１２月２６日  

君津市告示第７２号  
改正 令和７年３月３１日告示第６０号  

 （目的）  
第１条 この要綱は、宅地開発事業に関する法令及び条例並びにこれらに基づく命令及び  
 通達に定めるもののほか、必要な事項を定め、秩序ある宅地の整備を図ることにより、  
 開発区域及びその周辺区域における災害を防止し、市民の良好な生活環境を保全するこ  
 とを目的とする。  
 
 （定義）  
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める  
 ところによる。  
 (1) 宅地開発事業 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行  
  う一団の土地の区画形質の変更を伴う事業をいう。  
 (2) 開 発 区 域 宅地開発を行う土地の区域をいう。  
 (3) 公 共 施 設 道路、公園、緑地、上水道その他の給水施設、下水道、河川、水  
  路、治水又は利水のための調整池、消防の用に供する施設その他の公共の用に供する  
  施設をいう。  
 (4) 公 益 施 設 教育施設、医療施設、交通施設、官公庁施設、購買施設、廃棄物処  
  理施設、社会福祉施設及びその他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要な  
  施設をいう。  
 (5) 事  業   者 宅地開発事業の施行主体をいう。  
 (6) 工 事 施 行 者 宅地開発事業に係る工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工  
  事を施行する者をいう。  
 
 （適用対象）  
第３条 この要綱は、次に掲げる宅地開発事業について適用する。  
 (1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２９条の規定によ  
  り許可を受けて行う宅地開発事業  
 (2) 宅地開発事業等の基準に関する条例（昭和４４年千葉県条例第５０号。以下「開発  
  条例」という。）に規定する宅地開発事業  
 (3) 前２号に規定するもののほか、開発区域の面積が１ ,０００平方メートル以上の宅地  
  開発事業  
 (4) その他市長が必要と認める宅地開発事業  
 
 （事業者の責務）  
第４条 事業者は、宅地開発事業の計画を開発区域に隣接する地権者に説明するとともに、 
 後に紛争が生じないよう努めなければならない。  
２ 事業者は、市長が必要と認めるときは、宅地開発事業の計画を開発区域の近隣居住者  
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 に対して説明をするとともに、後に紛争が生じないよう努めなければならない。  
３ 事業者は、市長が法に基づく地区計画の策定を行おうとする場合は、これに協力する  
 よう努めなければならない。  
４ 事業者は、面積が１ヘクタール以上の宅地開発事業により住宅地を造成する場合は、  
 君津市建築協定条例（昭和 61 年君津市条例第２号）に基づく建築協定を締結するよう  
 努めなければならない。  
 
 （事業計画）  
第５条 事業者は、君津市基本構想をはじめ市が定めた土地利用計画に適合するよう宅地  
 開発事業の計画を策定しなければならない。 
２ 事業者は、関係法令及び条例に定めるもののほか、市長が別に定める整備基準に適合  
 するよう宅地開発事業の計画を策定しなければならない。  
３ 市長は、前項の整備基準を定めたときは、これを告示するものとする。  
 
 （事前協議）  
第６条 事業者は、宅地開発事業を行おうとする場合は、あらかじめ宅地開発事業事前協  
 議申請書（別記第１号様式）に別表に掲げる書類及び図面を添えて提出し、市長と協議  
 しなければならない。 
２ 前項に定める書類及び図面は、事業内容に応じて市長が指定する部数を提出するもの

とする。  
３ 市長は、第１項の規定による協議が整ったときは、事業者と協定を締結するものとす

る。  
４ 事業者は、前項の規定による協定を締結した後に、当該事業の計画を変更しようとす  
 るときは、新たに事前協議の手続きを行わなければならない。ただし、市長が軽微な変  
 更であると認めるときは、この限りでない。 
５ 第３項の規定により締結した協定は、当該協定した日（県の許可又は確認を要するも  
 のは、当該許可又は確認の日）から起算して１年を経過してなお事業未着手の場合は、  
 市長と再度協議しなければならない。  
 
 （公共施設の設置等） 
第７条 事業者は、宅地開発事業を行おうとする場合は、公共施設の整備計画等について、  
 あらかじめ既存の公共施設の管理者又は新たに管理することとなる者と協議しなければ  
 ならない。当該宅地開発事業の施行に伴い、開発区域周辺の公共施設の新設又は改良を  
 必要とする場合についても同様とする。  
２ 市長は、前項に定めるもののほか、宅地開発事業の施行に伴い開発区域外の公共施設  
 の整備が必要と認められる場合は、その整備について事業者と協議することができる。  
 
 （公共施設の帰属）  
第８条 宅地開発事業の施行に伴い新たに設置された公共施設及びその用に供する土地の  
 うち市が管理することとなるものにあっては、原則として市に帰属させるものとする。  
  ただし、法又は開発条例に特段の定めのあるもの及び第６条第３項の規定による協定  
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 において特段の定めをしたものは、この限りでない。  
２ 前項の規定による帰属させる時期は、次に掲げるとおりとする。 
 (1) 第３条第１号の宅地開発事業にあっては、法第３６条第３項に規定する工事完了公  
  告の日の翌日  
 (2) 第３条第２号の宅地開発事業にあっては、開発条例第１１条第２項に規定する検査

済証交付の日の翌日  
 (3) 前２号以外の宅地開発事業にあっては、第２１条第２項に規定する確認済証交付の  
  日の翌日  
３ 事業者は、市に帰属させることとなる公共施設等があるときは、第２１条第１項の規  
 定による届出の際に当該施設に関する書類、図面等を市長に提出しなければならない。  
 
 （所有権の取得）  
第９条 事業者は、市に帰属させることとなる公共施設の用に供される土地を事業者以外  
 の者が所有している場合は、宅地開発事業に係る工事完了の日までに、当該土地の所有  
 権を取得するよう努めなければならない。  
 
 （所有権以外の権利の抹消又は消滅）  
第１０条 事業者は、市に帰属させることとなる土地に抵当権、質権、先取得権又は賃借  
 権等の所有権以外の権利が設定され、又は存するときは、当該権利を工事完了の日まで  
 に抹消又は消滅させるよう努めなければならない。  
 
 （市に帰属しない公共施設等の管理）  
第１１条 事業者は、市に帰属することとならない公共施設、公益施設又はその用に供す  
 る土地がある場合は、事業完了後において適正な維持管理が行われるよう必要な措置を  
 講じなければならない。  
 
 （公益施設計画）  
第１２条 事業者は、住宅地を目的とする宅地開発事業にあっては、公益施設を計画人口  
 に対応するよう適切に配置しなければならない。ただし、周辺の状況により市長がその  
 必要がないと認めるときは、この限りでない。  
２ 事業者は、前項に規定する公益施設を設置する場合は、施設用地の位置及び施設の内  
 容について、別に市長と協議するものとする。  
 
 （文化財の保護）  
第１３条 事業者は、宅地開発事業の計画を策定しようとするときは、開発区域における  
 埋蔵文化財の有無について、あらかじめ君津市教育委員会及び千葉県教育委員会の確認  
 を受けなければならない。  
２ 事業者は、当該区域に埋蔵文化財が所在する場合又は新たに発見された場合には、当  
 該埋蔵文化財の取扱いについて、君津市教育委員会及び千葉県教育委員会と協議しなけ  
 ればならない。  
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 （災害の防止）  
第１４条 事業者は、開発区域及びその周辺区域の地形、地質及び過去の災害状況等を事

前に調査し、崖崩れ、土砂の流出、出水、浸水、地盤沈下、その他宅地開発事業に起因

する災害の発生防止に万全の措置を講じなければならない。  
 
 （環境保全等）  
第１５条 事業者は、宅地開発事業の施行に当たっては、できる限り樹木を保存する等自

然環境の保全に配慮しなければならない。  
 
 （農業用水の保全）  
第１６条 事業者は、宅地開発事業により農耕地等の利水に支障をきたすおそれのある場  
 合は、農業用水の確保又は水源涵養のため必要な措置を講じなければならない。  
 
 （工事の施行）  
第１７条 事業者は、宅地開発事業に係る工事の施行に当たっては、付近の建築物及び施  
 設等を事前に調査し、騒音、振動、粉塵等による公害の防止及び交通の安全の確保等必  
 要な措置を講じなければならない。  
２ 事業者及び工事施行者は、工事の施行に当たっては、工事車両の安全運行及び工事用

機械の安全な操作等事故防止に努めなければならない。  
 
 （工事の届出）  
第１８条 事業者は、宅地開発事業に着手したときは、宅地開発事業工事着手届（別記第  
 ２号様式）及び宅地開発事業工事工程届（別記第３号様式）を速やかに市長に提出しな  
 ければならない。ただし、第３条第１号及び第２号の宅地開発事業にあっては、当該宅  
 地開発事業に係る届出書の提出をもってこれに代えるものとする。 
２ 事業者は、前項の規定による届出をした後に、宅地開発事業の工事を中止又は廃止し  
 ようとするときは、宅地開発事業工事中止（廃止）届（別記第４号様式）を速やかに市  
 長に提出しなければならない。ただし、第３条第１号及び第２号の宅地開発事業にあっ  
 ては、前項ただし書の規定を準用する。  
 
 （工事の廃止又は中止の措置）  
第１９条 事業者は、宅地開発事業の工事を中止又は廃止しようとするときは、開発区域  
 及びその周辺区域並びに公共施設等に被害が及ばないよう必要な措置を講じなければな  
 らない。  
 
 （被害の補償等）  
第２０条 事業者は、宅地開発事業に係る工事の施行によって、道路、河川その他の公共  
 施設を損傷したとき又は開発区域周辺の農林水産物等に被害を及ぼしたときは、自らの  
 責任において補修又は補償等の適切な措置を講ずるとともにその内容を市長に報告しな  
 ければならない。  
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 （完了届及び確認）  
第２１条 事業者は、第１８条第１項の規定により届出をした宅地開発事業の工事が完了  
 したときは、速やかに宅地開発事業工事完了届（別記第５号様式）を市長に提出し、確  
 認を受けなければならない。ただし、第３条第１号及び第２号の宅地開発事業にあって  
 は、法及び開発条例に定める工事完了届及び検査をもってこれに代えるものとする。  
２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに工事の確認を行い、当該届  
 出に係る工事が第６条第３項の規定による協定の内容に適合していると認めたときは、  
 宅地開発事業工事確認済証（別記第６号様式）を事業者に交付するものとする。  
  ただし、前項ただし書の規定による検査の場合は、この限りでない。  
 
 （瑕疵の補修）  
第２２条 市長は、第８条第１項の規定により帰属された公共施設等に瑕疵あるときは、  
 事業者に対してその瑕疵の補修又は損害の賠償を請求することができる。  
２ 前項の規定による瑕疵の補修及び損害の賠償請求は、第８条第２項に規定する帰属さ  
 れた日から２年以内にこれを行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者の故意  
 又は重大な過失により生じた場合には、当該請求のできる期間は１０年とする。  
 
 （立入調査）  
第２３条 市長は、宅地開発事業の工事期間中、その関係職員に開発区域に立ち入り、工  
 事の状況を調査させることができる。  
 
 （宅地開発事業対策協議会の設置）  
第２４条 市長は、宅地開発事業に係る事務の総合調整を図り、この要綱の的確な実施を  
 図るため、宅地開発事業対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。  
２ 協議会の設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。  
 
 （補則）  
第２５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  
 
   附  則  
 （施行期日）  
１ この要綱は、平成９年４月１日から施行する。  
 （君津市小規模宅地開発指導要綱の廃止）  
２ 君津市小規模宅地開発指導要綱（昭和６１年君津市告示第１８号）は廃止する。  
 （経過措置）  
３ この要綱施行前に協議書を取り交し工事が完了していない事業又は君津市小規模宅  
 地開発指導要綱の規定により申請し協議継続中のものについては、なお従前の例による。 
   附  則（平成３１年３月２８日告示第３８号）  

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。  
附  則（令和３年９月３０日告示第１９１号）  

 （施行期日）  
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１ この告示は、令和３年１０月１日から施行する。  
(経過措置) 

２ この告示の施行の際に現に残存する様式については、この告示の施行の日以後におい 

ても、当分の間、所要の補正を加え、使用することができる。 

附  則（令和７年３月３１日告示第６０号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 
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第１号様式（その１） 

宅 地 開 発 事 業 事 前 協 議 申 請 書 
  年  月  日  

 君津市長         様 
 
               申請者 住  所 
                   氏  名                 
                   電話番号 
 
 宅地開発事業をしたいので、君津市宅地開発事業指導要綱第６条第１項の規定により事前

協議の申請をします。 
名         称  

設計者又は申請者代理人  電話番号  

工 事 施 行 者   

位  置(所在及び区域)  

面         積                  ㎡ 

人         口         人      人／ha 

住宅の 
戸 数 

高     層         戸      人／戸 

中     層         戸      人／戸 

低     層         戸      人／戸 

土 
 
地 
 
利 
 
用 
 
計 
 
画 

種     別 面      積 比 率 備     考 

道     路 ㎡ ％  

公     園    

緑     地    

消 防 用 地     

調 整 池     

ゴ ミ 集 積 所     

住 宅 用 地     

未 利 用 地     

    

    

    

計 ㎡ １００％  
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（その２） 

事業計画概要説明書 

計画戸数内訳 
               戸（        棟） 

土地分譲    区画 建売分譲   戸 賃貸   戸 

道 路 計 画 

 

接道及び新設道の

名称・幅員・街き

ょ等の計画 

 

雨水排水計画 

 

排水施設及び放流

先（調整池） 

 

汚水排水計画 

 

排水施設及び放流

先 

 

し 尿 処 理  公共下水道  汚水処理場  集中浄化槽  各戸合併浄化槽  汲み取り 

ゴ ミ 処 理  市の処理 自己処理 集積所  既存  新設 (    ㎡×   箇所) 

公園・緑地  新設 （    ㎡×    箇所 計画面積の   ％） 設置しない 

給 水  公営水道  その他（                        ） 

消 防  新設      ㎥×  箇所(基)  既設     ㎡×   箇所(基) 

駐 車 場  毎戸に計画  集合で計画  自動車  台  自転車  台 設置しない 

集 会 所  建設用地    ㎡  棟内施設      ㎡  設置しない 

そ の 他 
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第２号様式 

宅地開発事業工事着手届 
 

  年  月  日 

 

 君津市長         様 

 

               事 業 者 住所 

                     氏名                 

 

               工事施行者 住所 

                     氏名                 

 

 宅地開発事業に着手したので、君津市宅地開発事業指導要綱第 18 条第１項の規定によ

り届け出ます。 

名     称  

協定締結年月日       年   月   日 

開 発 区 域 
 

 

工事着手年月日       年   月   日 

工事完了年月日       年   月   日 完了予定 

現場者管理者 
連絡先（所在）  

現場管理者氏名  電話番号  
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第３号様式 

宅地開発事業工事工程届 
 

  年  月  日 
 
 君津市長         様 
 
                  届出者 住所 
                      氏名                
 
 宅地開発事業に着手したので、君津市宅地開発事業指導要綱第 18 条第１項の規定により

届け出ます。 

名     称 
 

協定締結年月日       年   月   日 

事 業 者 氏 名 
 

開 発 区 域 
 

工 
 

事 
 

の 
 

工 
 

程 

工事の区分 工           程 

  

摘    要 
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第４号様式 

宅地開発事業工事中止（廃止）届 
  

  年  月  日 

 

 君津市長         様 

 

              事業者 住所 

                  氏名                    

 

 着手した宅地開発事業を中止（廃止）したので、君津市宅地開発事業指導要綱第 18 条第

２項の規定により届け出ます。 

名      称  

協定締結年月日       年   月   日 

開 発 区 域 
 

中止又は廃止理由 

 

中 止 期 間   年  月  日 から     年  月  日 まで 

工 事 の 状 況 

（図面添付） 

 

 

防 災 措 置 

（図面添付） 
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第５号様式 

宅地開発事業工事完了届 
 

  年  月  日 

 

 君津市長         様 

 

                事業者 住所 

                    氏名                  

 

 宅地開発事業が完了したので、君津市宅地開発事業指導要綱第 21 条第１項の規定により

届け出ます。 

名     称 
 

協定締結年月日       年   月   日 

開 発 区 域  

完 了 年 月 日       年   月   日 

＊確認年月日       年   月   日  確認結果  合   否 

＊確認済証交付       年   月   日     第     号 

 

 備 考  ＊印のある欄は記載しないこと。 
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第６号様式 

宅地開発事業工事確認済証 
 

   第     号 
  年  月  日 

 
事業者 住所  
    氏名          様 
 
                       君津市長         
 
 工事が完了した次の宅地開発事業について、君津市宅地開発事業指導要綱第 21 条第２項

の規定により確認した結果、工事については協定事項と適合していることを認めます。た

だし、公共施設等を市に帰属する協定を締結している場合は、その手続きが完了したとき

をもって協定事項がすべて適合したものとします。 
 
名     称 
 

 
  
 

 
協定締結年月日 
 

 
     年  月  日 
 

 
開 発 区 域 
 

 

 
完 了 年 月 日 
 

 
     年  月  日 
 

 
工事確認年月日 
 

 
     年  月  日 
 

 
摘     要 
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別表（第６条第１項） 

宅地開発事業事前協議申請書添付書類及び図面 
（１）書類 
書類名 備考 
委任状 本人以外が申請手続きを代行する場合に添付。 

電話番号、ＦＡＸ番号等連絡先を記入。 
開発行為施行同意書 開発区域内同意は印鑑証明書を添付。 
宅地開発事業事前協議各課協議書 宅地開発事業対策協議会構成員等との協議録。 
住民票（個人） 
又は登記事項証明書（法人） 

 
 

土地の登記事項証明書  
その他必要な書類 農地法第４条又は第５条許可申請書の写し等。 
 
（２）図面 （注）設計図には設計者の記名をすること。 

図面の種類 縮尺 明示すべき事項 
開発区域位置図 １／５０，０００以上 開発行為を行う場所の位置。 
開発区域図 １／２，５００以上 開発区域の範囲。 
公図写し １／５００以上 

（１／６００） 
開発区域内の地番及び区域の境界。 
（不動産登記法第１４条の地図の写し） 

現況図 １／２，５００以上 地形、開発区域の境界、開発区域内及び開発区域

の周辺の公共施設等。また、等高線は２ｍの標高

差。 
土地利用計画図 １／１，０００以上 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定

建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の

用途、公益的施設の位置等。また、利用種別ごと

に色分け。 
造成計画平面図 １／１，０００以上 開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、

がけ又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員及

び勾配並びに宅地の地盤高及び面積。また、切土、

盛土を色分け。 
造成計画断面図 １／１，０００以上 切土又は盛土をする前後の地盤面を記載の上、色

分け。断面箇所は造成計画平面図に記入。 
道路縦横断図 任意  
排水計画平面図 １／５００以上 排水区域の区域界、排水区域内の水の流れの方向、

排水施設の位置、形状、勾配及び水の流れの方向。

また、排水計画の算定資料を提出。 
排水関係縦断図 １／５００以上 各排水系統ごとの縦断で、勾配、計画高、土かぶ

り高、マンホールの位置等。 
給水施設計画平面図 １／５００以上 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 
がけの断面図 １／５０以上  
消防水利平面図 １／１，０００以上  
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図面の種類 縮尺 明示すべき事項 
擁壁の断面図 １／５０以上 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、

裏込コンクリートの寸法等。 
各種構造図 １／５０以上 貯水槽、排水施設、給水施設、道路等。 
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君 津 市 宅 地 開 発 事 業 整 備 基 準 
平成９年１月 23 日 
君津市告示第２号 

改正 平成３１年４月１日告示第５９号  

 
Ⅰ 一般基準  

 
 １ 街 区  
  (1) 街区は、土地利用の目的、地形、地盤の性質、日照、通風、採光、予定建築物の  
   規模、用途、構造等を考慮して計画しなければならない。  
  (2) 街区は、幅員６メートル以上の道路（小区間でその周辺の状況により通行上支障  
   がない場合は、幅員４メートル以上の道路）に接しなければならない。  
  (3) 街区は、戸建住宅を目的とする宅地開発事業については、長辺が 80 メートルから  
   120 メートル、短辺が 30 メートルの長方形を標準とする。なお、高圧線下につい  
   ては、線下の制限区域を十分考慮した安全な画地割としなければならない。  

 
 ２ 画 地  
  (1) 画地は、計画人口、土地利用計画、日照、用途地域等を考慮して計画しなければ

ならない。  
  (2) 一般の住宅地の場合、一画地の面積は原則として 165 平方メートル以上としなけ  
   ればならない。ただし、特別な理由があると認められる場合は 150 平方メートル以 
   上とすることができる。  
  (3) 不整形地を生じさせない画地割としなければならない。ただし、１画地の面積が  
   大きく利用上支障のない場合はこの限りでない。  
  (4) 画地は、災害時に速やかに避難等ができるよう計画しなければならない。  

 
 ３ 人口計画  
   開発区域内の人口は、戸建住宅にあっては一敷地当たり４人とし、共同住宅にあっ  
  ては誘導居住水準（別添資料１）に定める住宅建設計画から算出し、寄宿舎等にあっ  
  ては、実収容人数とする。ただし、公共施設の整備の状況により人口計画に制約がお  
  こりえる場合は、別途市長と協議して定めることとする。  

 
 ４ 土地利用計画  
  (1) 住宅地を目的とする宅地開発にあっては、良好な住宅地が供給されるよう公共施  
   設及び公益施設を関係法令等に基づき適正に配置しなければならない。ただし、当  
   該開発行為の周辺の地域に開発行為に伴い必要となる公共施設及び公益施設が整備  
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   されており、かつ、その容量からみて当該開発行為を受け入れる容量があると認め  
   られるときは、別途市長と協議し定めることができるものとする。  
  (2) 共同住宅及び建売分譲住宅の計画にあっては、計画戸数分の駐車施設を確保しな  
   ければならない。ただし、別途市長と協議が整うものについてはこの限りでない。  
  (3) 住宅地を目的とする宅地開発にあっては、各住戸の主なる居住室の日照条件をそ  
   こなわないよう建築物を配置しなければならない。また、開発区域外の土地に対し  
   ても日照条件を著しくそこなわないよう必要な措置を講じるよう努めなければなら  
   ない。  

 
Ⅱ 公共施設  

 
 １ 道 路  
  (1) 道路計画  
    道路は、地域の地形、地質、気象、防災及び交通状況等を考慮し、かつ、都市計  
   画を阻害することのないように設置しなければならない。さらに、開発区域外の道  
   路との接続については十分留意し、有効に機能できるよう次の事項に注意し計画し  
   なければならない。なお、道路計画について市長が必要と認めたときは、千葉県公  
   安委員会と事前に協議しなければならない。  
   ① 事業者は、道路計画を定める場合には事前に市長と協議し、その指示に従わな  
    ければならない。また、協議した内容を変更する場合も同様とする。  
   ② 事業者は、開発区域内に公共施設の管理者による整備計画がある場合、当該管  
    理者の指導に従って道路計画を整備しなければならない。  
   ③ 事業者は、市道から開発区域までの道路を新設し又は改良する必要があるとき  
    は、市長の指導に従ってこれを整備しなければならない。ただし、その整備にか  
    かる費用はすべて事業者負担とする。 
   ④ 市長と事業者との間で帰属の協議が成立した場合、事業者は市長の指示に基づ  
    き道路台帳の調整に必要な図書を作成しなければならない。この場合必要な図書  
    の作成にかかる費用はすべて事業者の負担とする。  
   ⑤ 前項の必要な図書の作成にあたっては、君津市公共基準点を使用しなければな  
    らない。君津市公共基準点使用にあたっては、申請手続きをし許可を得るものと  
    する。  
  (2) 道路の幅員と構成 
    道路の幅員における車道幅員は、道路の付属施設（側溝などを含む。）や路肩並び  
   に保護路肩は含まないものとする。ただし、車道用に耐えられる構造の蓋掛けをし  
   た道路側溝は、車道の幅員に含めることができるものとする。 
    この基準で定める補助幹線道路は、一次生活圏の骨格となる幅員 12 メートル（土  
   地利用計画上やむを得ないと認められる場合は９メートル）以上で幹線道路を補完  
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   し一次生活圏相互を連絡する道路とする。  
    幹線道路は、二次生活圏の骨格となる幅員 14 メートル（土地利用計画上やむを  
   得ないと認められる場合は 12 メートル）以上で主要幹線道路を補完し二次生活  
   圏相互を連絡する道路とする。  

 
  (3) 開発区域内の道路 
   ① 道路幅員は、原則として６メートル以上でなければならない。  
   ② 開発区域面積が５ヘクタール以上の場合は、補助幹線道路を開発区域内に設け  
    なければならない。  
   ③ 開発区域面積が 10 ヘクタール以上の場合は、幹線道路を開発区域内に設けな  
    ければならない。  
   ④ 道路平面設計にあたっては、事前に市長と協議しなければならない。  
   ⑤ 幅員 12 メートル以上の道路は、縁石等の工作物によって、歩車道が分離され  
    ていなければならない。  

 
  (4) 開発区域に接する道路  
    開発区域に接する既存道路の幅員が６メートル（住宅以外の目的の開発事業につ  
   いては９メートル）未満の場合は、既存道路の中心線から水平距離で３メートル（住  
   宅以外の目的の開発事業については４ .５メートル）以上セットバックし、かつ、そ  
   の全体の幅員を５メートル（住宅以外の目的の開発事業については８メートル）以

上確保し道路として整備しなければならない。ただし、既存道路の一方がガケ地・

用排水路又は鉄道敷地その他これらに類するもの（以下「ガケ地等」という。）の場

合は、当該ガケ地等の境界線から既存道路側に水平距離で６メートル（住宅以外の

目的の開発事業については９メートル）セットバックし、道路として整備しなけれ

ばならない。  

 
  (5) 接続先の道路  
    開発区域内の主要道路は、開発区域外の同等以上の道路に接続させるものとする。 
   ただし、開発区域の周辺の状況からやむを得ないときは、次の要件を満たす道路に  
   接続することができる。  
   ① 車道幅員が４メートル以上であること。  
   ② 次の待避所が設けられていること。 
    ア 待避所相互間の距離は、３００メートル以内であること。  
    イ 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。  
    ウ 待避所の長さは、２０メートル以上（すり付け区間は含まない。）で、その区  
     間の車道幅員は６メートル以上であること。  
    エ 現道と待避所の幅員のすり付け長さは、現道の車道幅員を待避所の車道幅員  
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     から引いた長さの２倍以上確保されていること。  

 
  (6) 取付道路  
    取付道路が必要となる場合は、開発区域内の主要道路と同等以上の幅員及び構造  
   を有する道路でなければならない。ただし、開発区域の周辺の状況からやむを得な  
   いときは、別途市長と協議することができる。  

 
  (7) 道路の構造  
    道路は、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないように道路構造令（昭和 45 年  
   政令第 320 号）を準用し、その構造は次のとおりとする。  
   ① アスファルト舗装  
     舗装は、アスファルト舗装要綱（社団法人日本道路協会発行）に基づき設計し  
    なければならない。  
     路盤材として鉄鋼スラグを使用する場合は、道路用鉄鋼スラグ使用についての  
    留意事項（昭和 59 年６月５日付、千葉県工事検査室長通達）に基づき、現場の  
    状況を十分把握し使用しなければならない。  
   ② 道路の側溝  
     道路の側溝は、道路に直接又は間接的に排水が原因となる損傷を与えたり、交  
    通障害を引起すことがないよう、適切な排水施設を設け完全な工事施工をしなけ  
    ればならない。また、周辺地域の開発区域からの排水が原因となる災害を防止す  
    るため適切な流末処理を行わなければならない。  
     道路側溝の構造の基準は、道路土工－排水工指針（社団法人日本道路協会発行） 
    に基づき設計しなければならない。  
    ア 道路側溝は、蓋が取付けられる構造（アゴ付きで内径幅 30 センチメートル  
     以上）又はＬ型側溝（25 センチメートル以上）としなければならない。  
    イ 側溝蓋（厚さ 10 センチメートル以上で、耐加重 20 トン以上）を取付けると  
     きは、6 メートル（10 枚）に１枚をグレーチング蓋（耐加重 20 トン以上）と  
     しなければならない。  
    ウ 側溝の交点又は横断開渠との接続には、集水桝を設けなければならない。  
    エ 道路側溝の集水範囲は、基本的に路面排水（道路敷地）だけを考慮し設計す  
     ることとする。ただし、開発事業計画による排水計画に家庭内排水及び開発区  
     域の雨水を含む場合は、別途市長と協議しなければならない。  
   ③ 歩 道  
     経済性・効率等を考慮し、歩行者の安全と自動車の円滑な走行を図るため補助  
    幹線道路以上の道路並びに交通が頻繁で歩行者の通行に危険を及ぼす恐れがある  
    と予測される道路及びその道路に接続する道路については、次のとおり歩道を設  
    置しなければならない。  
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    ア 歩道の幅員は、補助幹線道路で片側２ .５メートル以上、幹線道路では３ .５  
     メートル以上としなければならない。  
    イ 歩道内に街路樹等を植栽するときは、アの歩道幅員に１ .５メートル以上加え  
     た幅員としなければならない。  
    ウ 歩道の形態は、マウンドアップを標準とし車道面から 20 センチメートル高  
     くしなければならない。  
    エ 交差点及び宅地の出入口は、歩道を切下げなければならない。この場合、切  
     下げの方法及び構造については、千葉県車両出入口部の設置基準（平成４年）  
     によるものとする。  
    オ 歩道の舗装は、アスファルト舗装を標準とし、その厚さは路盤工 10 センチ  
     メートル表層工３センチメートル以上としなければならない。  
    カ 歩道を設置した場合の道路側溝は、原則として歩道と宅地の間に設けなけれ  
     ばならない。この場合、蓋掛けをした道路側溝は、歩道の幅員に含めることが  
     できるものとする。  
   ④ 道路の勾配  
    ア 道路の横断勾配は、道路の中心を頂点とし両側に向かって下り勾配（標準２

パーセント）にしなければならない。曲線部は、曲線半径に応じて適切な値の

片勾配（最大片勾配の値６パーセント）を附するものとする。  
    イ 道路の縦断勾配は、原則として９パーセント以下としなければならない。  
     ただし、地形の状況によりやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り 12 
     パーセント以下とすることができる。  
    ウ 縦断勾配が６パーセントをこえる道路は、その勾配に係る区間にすべり止め  
     舗装（表層工の外）をしなければならない。  
    エ 縦断勾配が８パーセントをこえる道路は、その勾配に係る区間 40 メートル  
     ごとに排水施設に流速を減ずるための必要な施設を設けなければならない。  
   ⑤ 道路の平面交差  
     道路の平面交差は、駅前広場等の特別な箇所を除き、同一箇所において同一平  
    面で５以上交会させてはならない。  
     道路の交差点の形状は、次のとおりとする。  
    ア 交差点は、直角に近いものとする。  
    イ くいちがい交差や折れ脚交差は避けなければならない。 
    ウ 交差点における主流交通は、できるだけ直線に近い線形とし、かつ、主流交  
     通の側に２以上の道路が交会しないようにしなければならない。  
   ⑥ 道路の隅切り 
     道路が同一平面で交差又は接続並びに屈折する場合は、自動車、歩行者及び自  
    転車等の安全かつ円滑な通行を確保するため、道路構造令（別添資料２）に基づ  
    く隅切りを設けなければならない。  
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   ⑦ 行止まり道路（袋路状道路）  
     道路は、行止まり道路としてはならない。ただし、次のいずれかに該当する場  
    合にはこの限りでない。  
    ア 他の道路（行止まり道路を除く。）との接続が計画されている場合。  
    イ 居住者の通行の用に供する道路で、袋路状の延長が 35 メートル（中間に回  
     転広場を設けた場合は 70 メートル）以下の場合。  
    ウ 道路の終端が広場又はこれらに類するもので、自動車の回転に支障がないも  
     のに接続している場合。  
    エ 道路の幅員が６メートル以上である場合。  
   ⑧ 階段状の道路 
     道路は階段状としてはならない。ただし、専ら歩行者の通行の用に供する道路  
    で通行の安全上支障がないと認められる場合は、次の基準に適合する階段を設け  
    ることができるものとする。  
    ア 階段道路は、全体の高さが７メートル以下で高さ４メートル以内ごとに踏幅  
     １ .５メートル以上の水平部分を設け、踏面の寸法が 30ｃｍ以上蹴上げの寸法  
     が 15ｃｍ以下でコンクリート造等としなければならない。 
   ⑨ 電柱等の設置 
     電柱等は、道路敷地外の片側に統一し設置しなければならない。ただし、区画  
    形質又は工事施工上やむを得ないと認められる場合は、別途市長と協議するもの  
    とする。  
   ⑩ 道路の植栽  
     道路に植栽をする場合は、道路緑化技術基準（昭和 63 年６月 22 日 建設省通  
    達）に適合するよう樹種の選定に留意し、将来の維持管理が困難にならないよう  
    にしなければならない。  
   ⑪ 安全施設等  
     交通事故の防止を図るため防護柵、照明施設、視線誘導標、道路標識及びその  
    他類する施設を設置しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めた場合  
    はその施設に限り設置しないことができる。  
    ア 防護柵  
      車両の路外逸脱防止、歩行者等の保護、歩行者の横断抑制又は交通の危険を  
     伴う恐れのある箇所に防護柵設置要綱（社団法人日本道路協会発行）に基づき  
     防護柵を設置しなければならない。 
    イ 照明施設  
      交差点及び横断歩道等に道路照明施設設置基準（社団法人日本道路協会発行） 
     に基づき照明施設を設置しなければならない。  
    ウ 視線誘導標 
      道路線形等を明示し運転者の視線誘導を行う必要のある区間に視線誘導標を  
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     設置しなければならない。  
    エ 道路標識  
      道路の構造を保全し道路交通の安全と円滑を図るため、道路標識設置基準（社  
     団法人日本道路協会発行）に基づき道路標識を設置しなければならない。  
    オ その他類する施設  
      道路の屈曲部、見通しの悪い交差点には、道路反射鏡を設置しなければなら  
     ない。また、事業者は市長の指導によりその他類する安全施設を設置しなけれ  
     ばならない。 
   ⑫ 占用物件の取扱  
     占用物件の位置及び取扱については、事前に市長と協議しなければならない。  

 
 ２ 公園・緑地  
  (1) 事業者は、開発区域の面積が０ .３ヘクタール以上の事業については３パーセント  
   以上、10 ヘクタール以上の場合は５パーセント以上の面積の公園又は緑地を当該区  
   域の規模及び予定建築物の用途、並びに周辺の状況を勘案し利用者の有効的な利用  
   が確保されるように設置しなければならない。ただし、開発区域の周辺に相当規模  
   の公園が存する場合及び予定建築物の用途が住宅以外の場合等については、別途市  
   長と協議し定めるものとする。  
  (2) 公園又は緑地の整備にあたっては、次の基準（公園・緑地設計基準）に従って整  
   備するものとする。  
   ① 公園の位置は、日照、交通等将来にわたる周辺の状況を考慮して決定しなけれ

ばならない。  
   ② 公園の形状は、できるだけ整形としなければならない。  
   ③ 高圧線下は、原則として公園にしてはならない。ただし、やむを得ないと認め  
    られるときは、別途市長と協議し定めることができる。  
   ④ 傾斜地、法面は原則として公園にしてはならない。ただし、やむを得ないと認  
    められるときは、別途市長と協議し定めることができる。  
   ⑤ 施設は、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第４条に定める公園施  
    設とする。  
   ⑥ 公園の出入口は２箇所以上設けなければならない。ただし、やむを得ないと認  
    められる場合は、１箇所にすることができるものとする。  
   ⑦ 公園の出入口には取外し可能な車止めを設けなければならない。  
   ⑧ 公園の周囲には危険防止のため、柵、フェンス又は植樹帯等を設けなければな  
    らない。  
   ⑨ 公園には、公園内の排水施設を設けなければならない。  
   ⑩ 公園又は緑地に水飲場、照明施設を設ける場合は、別途市長と協議しなければ  
    ならない。  
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   ⑪ 遊戯を目的とする公園には次の施設を設けなければならない。  
    ア ５００㎡未満の公園には遊具、ベンチ及び園名板（別途市長と協議し定めな  
     ければならない。）の設置及び樹木の植栽。  
    イ ５００㎡以上の公園は、別途市長と協議しなければならない。  
   ⑫ 緑地は地域の生活環境の保持増進のため、住宅、学校等のある方向を重点的  
    に緑化するよう配慮するものとする。 
   ⑬ 緑地は植生及び土壌等を勘案し、原則として常緑広葉樹木を主景とし帯状又は  
    群状に植栽するものとする。  
   ⑭ 緑地の植栽密度は下記密度を基準とするが、植栽場所の環境・樹種等に応じて  
    育成のため効果的なものとしなければならない。  

基準密度  高  木  中  木  低  木  

１㎡当たり  ０.１本  ０.２本  ０.７本  

   ⑮ 緑地の緑化樹木は、諸害に対し抵抗力が強く早期（原則として５年）に樹林地  
    を形成できるよう概ね次の規格としなければならない。  

区  分  植栽時の樹高  成木に達した時の樹高  

高  木   ２ .０～３ .０ｍ   ４ .０ｍ以 上  

中  木   １ .５ｍ前後   ３ .０～４ .０ｍ  

低  木   上記以下   ３ .０ｍ未 満  

   
   ⑯ 樹木が活着しやすい状態とするため、低湿地等の排水不良地については、排水  
    溝等を設け、さらに盛土及び客土を行い植栽床を造成しなければならない。  
     盛土及び客土の厚さは概ね次の基準によるものとする。  

区 分  高 木  中 木  低 木  備     考  

厚 さ  １.０ｍ以上  ０.７ｍ以上  ０.５ｍ以上  コンクリート上の盛土

は基準以上の厚さを要

する  

 
 ３ 排水施設  
  (1) 排水施設の計画に当たっては、次の事項について十分調査のうえ当該施設の規模、 
   構造及び能力を定めなければならない。 
   ① 開発区域周辺の開発状況、地形を考慮して雨水の集水区域を調査しなければな  
    らない。  
   ② 開発区域周辺の地下埋設物等の種類、位置、形状、破損の有無等を調査しなけ  
    ればならない。 
   ③ 開発区域周辺の道路の幅員、土質等による施工の難易度を調査しなければなら  
    ない。その他必要と認められる調査をしなければならない。 
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  (2) 排水施設は、水路敷内で開渠、道路敷内で暗渠で計画しなければならない。  
  (3) 排水は、放流先の排水能力及び利水の状況等を勘案して、河川・公共下水道又は

その他の排水施設に排出しなければならない。処理水及び雨水の放流先は、河川又

はその他公共の用に供している排水路（以下「排水路等」という。）にするものとし、  
   当該排水路等施設の管理者及び水利権者等と協議を行いその同意を得るものとする。 
   この場合において、処理水の排水路等への放流に関しては、君津市公害防止条例（昭  
   和 47 年条例第 38 号）に定める水質基準を遵守しなければならない。  
  (4) 開発区域が公共下水道都市計画決定区域の場合は、市長又は広域下水道組合長と  
   別途協議しなければならない。  
  (5) 汚水は、公共下水道に排出するものとするが、これができない区域にあっては、  
   千葉県浄化槽取扱指導要綱（昭和 60 年 10 月１日建第 112 号、生第 85 号）に基づ  
   き、浄化槽を設置しなければならない。 
   ① 浄化槽人口算定基準は、戸建住宅の場合は一宅地につき 5 人とし、集合住宅（共  
    同住宅、長屋住宅）にあっては一戸当たり４人で計算するものとする。  
   ② 選定基準  
    ア 宅地開発事業にあたって、処理対象人員 51 人以上の浄化槽を設置しようと  
     する場合において、し尿等の汚水を下水道法（昭和 33 年法律第 79 条）第２条  
     第３号に規定する公共下水道以外に放流しようとする場合は、合併処理浄化槽  
     としなければならない。又、50 人以下の浄化槽を設置しようとする場合におい  
     ても、合併処理浄化槽とするよう努めるものとする。  
    イ 宅地開発事業にあたって、処理対象人員５人以上 100 人以下の浄化槽を設置  
     しようとする場合は、公共用水域の水質保全の観点から、放流水質が BOD20 
     ミリグラム／リットル以下の性能を有する構造の合併処理浄化槽を設置するよ  
     う努めるものとする。  
    ウ 宅地開発事業にあたって、浄化槽の設置は、原則として一敷地に一つの浄化  
     槽としなければならない。又、団地形成の場合においても、一団地当たりの処  
     理対象人員が 101 人以上である場合は、原則として一団地に一つの合併処理浄  
     化槽としなければならない。ただし、戸建住宅に係る宅地開発事業において、  
     浄化槽の処理対象人員が 101 人以上の場合で当該開発区域面積が１ヘクタール  
     未満であり、かつ、宅地開発事業の完了時点から引き続いて建売住宅を建築す  
     る場合は、千葉県浄化槽取扱指導要綱第４の２の水質基準を満たす合併処理浄  
     化槽を各宅地ごとに設置できるものとする。  
  (6) 宅地開発事業に伴い著しく雨水排出量の増加が見込まれる場合は、河川、水路等  
   の改修が必要であるが、当該事業の規模、河川等の放流先の能力によりやむを得な  
   いと認められるときは、当該管理者と協議し宅地開発に伴う雨水排水基準（別添資  
   料３）により調整池を設置しなければならない。  
  (7) 排水施設の設計基準は、下水道施設設計指針（社団法人日本下水道協会）による  
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   ものとする。  
  (8) 排水は、雨水と汚水を分流するものとし、自然流下方式により排出しなければな  
   らない。  
  (9) 汚水は、暗渠によって排出しなければならない。  
 (10) 計画雨水流出量 最大計画雨水流出量は、次の式で計算とする。  

Ｑ＝Ａ×Ｉ×１／３６０×Ｃ  

     Ｑ：最大計画雨水流出量（㎥／秒） 
     Ａ：流域面積（ha）  
     Ｉ：降雨強度（ｍｍ／ｈ）  
        Ｉ＝５,０００／（ｔ+４０） 
            ｔ＝ｔ１+ｔ２  

                  ｔ１：流入時間（５～１０分）  
              ｔ２：流下時間 Ｌ／Ｖ（分）  
                  Ｌ：管路の延長（ｍ）  
                  Ｖ：平均流速（ｍ／秒）  
     Ｃ：流出係数 工種別基礎流出係数標準値とする。  
       工種別基礎流出係数標準値（Ｃ）  

工  種  別  流出係数  工  種  別  流出係数  

屋         根  0.85～0.95 間     地  0.10～0.30 

道         路  0.80～0.90 芝、樹木の多い公園 0.05～0.25 
そ の 他 の 不 透 面 0.75～0.85 勾 配 の ゆ る い 山 地 0.20～0.40 

水         面    1.00    勾 配 の 急 な 山 地 0.40～0.60 

 
 (11) 計画汚水量  
    最大計画汚水流出量は、次の式で計算する。  

Ｑ＝Ｐ×ｑ×Ａ／（６０×６０×２４）  

     Ｑ：汚水の最大流出量（㎥×秒）  
     Ｐ：人口密度（人／ha）  
     ｑ：１人１日当たり最大汚水量（㎥／日）・・・・別途協議 
     Ａ：排水面積（ha）  
 (12) 管渠の流速  
    流速は、下流に行くに従い次第に速度を速めるよう、また勾配は小さくなるよう  
   にしなければならない。  
    管渠の流速については、次の基準によらなければならない。 

区     分  最小流速  最大流速  理想的な流速  

汚水管渠の場合  0.6ｍ／秒  3.0ｍ／秒  1.0～1.8ｍ／秒  
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雨水管渠の場合  0.8ｍ／秒  3.0ｍ／秒  1.0～1.8ｍ／秒  

 (13) 排水施設の大きさ及び余裕は次のとおりとする。  
   ① 管渠の最小管径は２５０ミリメートルとする。  
   ② 排水施設の余裕  
    ア 雨水施設 管渠は、満管流量とする。  
       長方形渠は、９割水深とする。 
       開水路は、高さ１メートル未満は０ .２メートル  
            高さ１メートル以上２ .５メートル未満は高さの０ .２倍  
            高さ２ .５メートル以上は０ .６メートルとする。  
    イ 汚水施設 内径６００ミリメートル以下は、１００パーセントとする。  
           内径７００ミリメートル以上から１ ,５００ミリメートルまでは、 
          ５０パーセントから１００パーセントまでとする。  
           内径１ ,６５０ミリメートル以上は、２５パーセントから５０パー  
          セントまでとする。  
 (14) 管渠の埋設深さ  
    管渠等を道路に埋設する場合の土かぶりは、１ .２メートル以上としなければなら  
   ない。ただし、やむを得ず１ .２メートル未満となる場合は保護工を施工しなければ  
   ならない。  
 (15) 排水施設の材質  
   ① 管渠は、ヒューム管又は下水道用硬質塩化ビニール管とする。  
   ② 長方形渠は、ボックスカルバートとする。  
   ③ 開水路は、鉄筋コンクリート組立等とする。  
 (16) 管渠の接合は、管頂接合とする。  
 (17) 人孔（マンホール）  
   ① 人孔を設置する箇所は次に掲げる場所とする。  
    ア 公共の用に供する管渠の始まる箇所。  
    イ 排水の流路の方向、勾配又は断面が変化する箇所。  
    ウ 管渠の内径又は内のり幅の 120 倍に相当する距離以内の箇所。  
    エ その他管渠の維持管理上必要な箇所。  
   ② 人孔は、下水道管渠の検査、清掃のために出入口、換気口の目的で設け、形は  
    一般に円筒形としなければならない。 
   ③ 管渠を接合する場合に段差が生じる箇所は、必ず人孔を設けなければならない。 
     この場合その段差が６０センチメートル以上の場合には、副管付き人孔を設け  
    なければならない。  
 (18) 宅地内の排水設備は、次の各号に留意して設計しなければならない。  
   ① 排水設備に使用する材料及び器具は、日本工業規格又は日本下水道協会規格に  
    適合し、かつ、耐圧性、耐久性及び耐水性のある材料を使用し構造的に安定した  
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    ものでなければならない。  
   ② 排水方式は、自然流下方式としなければならない。ただし、自然流下が困難な  
    低地の排水は、ポンプ排水によるとともに下水が逆流しない構造としなければな

らない。  
   ③ 排水管渠内の自然硫化時の流速は、毎秒０ .６メートルから１ .５メートルの間  
    で設定しなければならない。  
 (19) 取り付け管  
   ① 取り付け管の管径は、150 ミリメートル以上とする。  
   ② 取り付け管の勾配は、１パーセント以上とする。  
   ③ 排水管渠の土かぶりは、建築物の敷地内（宅地内）では 20 センチメートル  
    以上、建築物の敷地外（私道）では 45 センチメートル以上、宅地開発事業の幅  
    員４メートル以上の道路では１ .２メートル以上とする  
 (20) ま す  
   ① 雨水ますの構造は、円形又は角形の鉄筋コンクリート造とし、内径は 50 セン  
    チメートル以上で低部に 15 センチメートル以上の泥だめを設けるものとする。  
   ② 汚水ますの構造は、円形又は角形の鉄筋コンクリート造とし、内径は 50 セン  
    チメートル以上で低部にインバートを設け、宅地と道路の境界付近の宅地内に１  
    個設けるものとする。  
 (21) 管渠等の平均流速算定公式  
   ① 管渠又は長方形渠等は、クッター公式とする。  
   ② 開水路（鉄筋コンクリート組立等）は、マニング公式とする。  

 
 ４ 消防水利施設  
   消防水利施設は、宅地開発に伴う消防水利の基準（平成８年４月１日 君津市消防  
  本部制定）によるものとする。  

 
 ５ 給水施設  

給水施設の設置については、宅地開発の規模、周辺の状況、予定建築物の規模及び  
配置を十分留意して計画し、水道事業管理者と協議しなければならない。  

 
Ⅲ 公益的施設  

 
 １ 防犯施設  
   開発区域内には、必要に応じて防犯施設を設置しなければならない。  
  (1) 防犯施設の設置位置及び材質等は事前に市長と協議しなければならない。  
  (2) 修繕等の維持管理は居住者又は自治会が行うものとする。  
  (3) 設置した防犯施設は、市に帰属することができる。この場合において市長は維持  



- 28 - 

   管理を自治会に委託するものとする。  

 
 ２ 清掃施設  
  (1) 住宅を目的とした宅地開発事業については、概ね 10 世帯に一箇所の割合で、５平  
   方メートルのゴミ集積施設を設置するよう努めるものとする。 
  (2) ゴミ集積施設の設置位置及び構造は事前に市長と協議しなければならない。  
  (3) ゴミ集積施設の維持管理は、居住者が行うものとする。  

 
 ３ 自動車駐車施設  
   安全かつ円滑な交通を確保し、又は、公衆の利便に資するため市長が必要と認めら  
  れる場合においては、自動車駐車場・乗合自動車停車所・非常駐車帯その他これらに  
  類する施設を設置しなければならない。特に、集合住宅を目的とする宅地開発事業に  
  ついては、計画戸数に相当する台数を収容できる駐車施設を、原則として開発区域内  
  に設置しなければならない。なお、自動車一台当たりの駐車面積は長辺 6 メートル以  
  上短辺 2.5 メートル以上の長方形を標準とし、一台毎に区画線を設けなければならな  
  い。  
   商業及び業務施設等については、周辺の交通に支障が生じないよう必要な駐車場の  
  確保をしなければならない。  

  
 ４ 自転車駐輪施設  
   事業者は、百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等の自転車大量駐車需要を  
  生じさせる施設で、君津市自転車の放置防止に関する条例施行規則（昭和 61 年規則  
  第 32 号）で定める施設及び店舗面積を有する宅地開発においては、君津市自転車放  
  置防止に関する条例（昭和 61 年条例第 21 号）及び同施行規則を遵守しなければなら  
  ない。  
   集合住宅を目的とする宅地開発事業については、計画戸数に相当する台数以上の自  
  転車駐輪施設を開発区域内に設置するよう努めなければならない。なお、自転車一台  
  当たりの駐輪面積は長辺１ .９メートル以上短辺０ .６メートル以上の長方形を標準と  
  する。  

 
 ５ 集会所  
  (1) 計画戸数が５０戸以上の住宅を目的とする宅地開発事業については、開発区域内  
   に集会所用地を確保するよう努めなければならない。ただし、集合住宅を目的とす  
   る宅地開発事業で集会所用地を確保することが困難又は不適当と認められる場合に  
   は、当該集合住宅の棟内に集会所施設を設置することができる。  
   ① 集会所用地の面積は、計画戸数に１.５平方メートルを乗じた面積（100 平方メ 
    ートル未満のときは、100 平方メートル）以上とする。  
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   ② 集会所施設の面積は、次表のとおりとする。  

計  画  戸  数  集会所施設の床面積  

  ５０戸以上１００戸未満  ４０㎡以上  

１００戸以上１５０戸以下  ６０㎡以上  

 
   ③ 集会所用地及び施設の維持管理は、居住者が行うものとする。  

 
 ６ 防災施設  
  (1) 住宅を目的とする宅地開発事業で災害情報等の伝達が困難と思われる開発区域で  
   は防災施設を設置するものとする。  
  (2) 防災施設の設置位置及び構造等は事前に市長と協議しなければならない。  

 
Ⅳ その他  

 
 １ 地 盤  
   地盤の軟弱な土地、出水のおそれがある土地又は著しく傾斜した土地等が開発区域  
  に含まれているときは、地盤改良、盛土、段切り等安全上必要な措置を講じなければ  
  ならない。  

 
 ２ 宅地の法面  
   宅地開発事業により、道路と宅地あるいは宅地間に０ .５メートルを越える法面が生  
  ずる場合は、土砂が流出しないよう芝張り、石張り、コンクリート張り又は擁壁など  
  により安全対策を講じなければならない。 
   設置する構造物が、建築基準法の規定に該当するときは別に確認の手続きをするも

のとする。  
 ３ 境界石の設置  
  (1) 公共公益施設用地と民地及び民地間には、境界を明確にするため市の２級基準  
    点を基に、国家度標計算で位置を明らかにし、市長又は当該管理者が指定する境  
    界石を設けなければならない。  
  (2) 境界石の埋設に当たっては、ぐらついたり紛失しないよう必ずコンクリートで巻  
   き立てることとする。  
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資料１ 

誘導居住水準 
 

 誘導居住水準（住宅建設計画法に基づき策定される住宅建設５箇年計画で示されている

水準による） 
１．都市居住型誘導居住水準（共同住宅） 

世 帯 人 員 
(標準世帯の場合) 室構成 居住室面積 住戸専用面積 

(壁厚補正後) 
住戸専用面積 

(内法)参考 
１人 

１人(中高齢単身) 
２人 
３人 
４人 
５人 

５人(高齢単身を含む) 
６人 

６人(高齢夫婦を含む) 

1 D K 
1 D K 
1 L D K 
2 L D K 
3 L D K 
4 L D K 
4LLDK 
4 L D K 
4LLDK 

20.0 ㎡(12.0 畳) 
23.0 (14.0 ) 
33.0 (20.0 ) 
46.0 (28.0 ) 
59.0 (36.0 ) 
69.0 (42.0 ) 
79.0 (48.0 ) 
74.5 (45.5 ) 
84.5 (51.5 ) 

    37 ㎡ 
 43 

       55 
       75 
       91 
      104 
      122 
      112 
      129 

    33.0 ㎡ 
 38.0 

      48.5 
      66.5 
      82.5 
      94.5 
     110.5 
     102.5 
     117.0 

 
２．一般型誘導居住水準（戸建住宅） 

世 帯 人 員 
(標準世帯の場合) 室構成 居住室面積 住戸専用面積 

(壁厚補正後) 
住戸専用面積 

(内法)参考 
１人 

１人(中高齢単身) 
２人 
３人 
４人 
５人 

５人(高齢単身を含む) 
６人 

６人(高齢夫婦を含む) 

1 D K S 
1 D K S 
1LDKS 
2LDKS 
3LDKS 
4LDKS 
4LLDKS  
4LDKS 
4LLDKS  

27.5 ㎡(16.5 畳) 
30.5 (18.5 ) 
43.0 (26.0 ) 
58.5 (35.5 ) 
77.0 (47.0 ) 
89.5 (54.5 ) 
99.5 (60.5 ) 
92.5 (56.5 ) 
102.5 (62.5 ) 

    50 ㎡ 
 55 

       72 
       98 
      123 
      141 
      158 
      147 
      164 

    44.5 ㎡ 
 49.0 

      65.5 
      89.5 
     112.0 
     128.5 
     144.0 
     134.0 
     149.5 

 
(注) 1) 標準世帯とは、この場合、夫婦と分離就寝すべき子供により構成される世帯を  
    いう。ただし、６人世帯の子供については、そのうち２人は同室に就寝するものと 
    している。 
   2) 居住室面積には、寝室、食事室、台所（又は食事室兼台所）、居間及び余裕室の 
    みを含む。 
   3) 住戸専用面積には、寝室、食事室、台所（又は食事室兼台所）、居間、余裕室、   
    便所、浴室、収納スペース等を含むが、バルコニーは含まない。なお、住戸専用 
    面積（壁厚補正後）は、鉄筋コンクリート造を想定した壁厚補正を行っている。 
   4) 室構成の記号は、数字は寝室数、Ｌは居間、Ｄは食事室、Ｋは台所（ただし、 
    １人世帯のＤＫは食事室兼台所）、Ｓは余裕室である。 
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資料２ 

隅切り長表 
 

道路幅員 
     交差角 

４ｍ以上 

６ｍ未満 

６ｍ以上 

８ｍ未満 

８ｍ以上

10ｍ未満 

10ｍ以上

12ｍ未満 

12ｍ以上

15ｍ未満 

15ｍ以上

18ｍ未満 
18ｍ以上 

18ｍ以上 
120     ５ ６ ８ 

90 ６ ８ １０ 

60 ８ １０ １２ 

18ｍ未満 
15ｍ以上 

120    ４ ５ ６  
90 ５ ６ ８ 
60 ６ ８ １０ 

15ｍ未満 
12ｍ以上 

120  ４ ４ ４ ５  
90 ５ ５ ５ ６ 
60 ６ ６ ６ ８ 

12ｍ未満 
10ｍ以上 

120 ３ ４ ４ ４  
90 ３ ５ ５ ５ 
60 ４ ６ ６ ６ 

10ｍ未満 
8ｍ以上 

120 ３ ４ ４  
90 ３ ５ ５ 
60 ４ ６ ６ 

8ｍ未満 
6ｍ以上 

120 ３ ４  ① 数値は、二等辺三角形の底辺の長さ 
  （単位メートル）とする。 
 ② 交差角は、上段 120 度以上、中段 90 度 

90 ３ ５ 
60 ４ ６ 

6ｍ未満 
4ｍ以上 

120 ３        前後、下段 60 度以上 
      ③ 表により難い場合は、道路構造例によ  

       る。 
90 ３ 
60 ４ 
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資料３ 

宅地開発に伴う雨水排水基準 
１．基本的な考え方 
  宅地開発事業者は、開発区域及びその下流流域に溢水等の被害の生ずる恐れのある場 
 合は海に至るまでの一貫した河川工事を開発者の負担においておこなうこと。 
  河川工事とは、拡幅、護岸、排水機場等の改修工事及び調整池設置をいう。 
２．適用範囲 
 (1) 本基準は、一級河川の知事管理区間、二級河川及び普通河川にかかわる宅地開発事業 
  に適用する。 
 (2) 原則として、１ヘクタール以上の宅地開発事業に適用する。 
 (3) 調整池計画に当たっては、市長及び当該河川管理者と協議すること。 
３．事前協議 
  事前協議をしようとする者は以下の資料を用意すること。 
  海まで調査することを原則とするが、５ヘクタール以下の開発事業については、下流 
 １ｋｍ程度でよい。 
 (1) 流出系統及び流域を調査すること。 
  ア 国土地理院発行地形図（25,000 分の１）によること。 
  イ 流出系統の主要地点毎の縦横断面図を作成すること。 
    可能な限り既往氾濫水位を示すこと。 
 (2) 主要地点において既往水害の調査を行い、その概要を記すこと。 
 (3) 主要地点において写真を撮影すること。 
  ア 開発区域内 
  イ 流出系統の主要地点 
 (4) 将来の土地利用計画 
 (5) 上記調査をもとに開発事業の雨水排水計画の概略を記すること。 
   計画作成に当たっては次の点を考慮すること。 
  ア 現河道の流下能力 
  イ 流域平均雨量 
    平均５０㎜の時間雨量を想定したときの流出量 
    流出量：Ｑ＝0.2778×ｆ×ｒ×Ａ 
     ｆ：都市化及び予想地域 ０.９  この加重平均 
           そ の 他 ０.７ 
     Ａ：流域面積  単位Ｋ㎡ 
  ウ 内水河川又は高潮の影響を受ける河川かどうか。 
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４．調整池設置の場合 
  原則として次の各項によるものとする。 
 (1) 調整池からの放流量 
   流域面積１ヘクタール当たり 0.025 ㎥／秒（比流量 2.5）とする。 
 (2) 調整池の設置 
   調整池は原則として開発区域内に設置するものとする。 
 (3) 調整池の必要容量 
   流域面積１ヘクタール当たりの調整池洪水調節容量は、１,４５０㎥に堆砂容量１５ 
  ０㎥を加えた容量とする。ただし、都市計画区域及び市長が特に認めた地域にあって 
  は１,３００㎥に堆砂容量１５０㎥を加えた容量とすることができる。 
 (4) 維持管理 
  ア 開発事業者は、調整池の維持管理について市長と協議しなければならない。 
  イ 調整池の維持管理は十分に行わなければならない。 
   ① 巡視は洪水期２回／月、非洪水期１回／月及び豪雨、地震等の直後に行うこと。 
   ② 堤体は、毎年１～２回以上草刈をすること。 
   ③ 出水時には監視体制をとり、調整池を管理しなければならない。 
   ④ 巡視に当たっては、少なくとも下記事項を確認する。 
     堤体の破損、堤体の排水不良、貯水池法面の崩壊、放流施設の堆砂、貯水池内 
    の異常堆砂、ゴミ等 
   ⑤ 異常が認められた時は、速やかに所要の処置、通報等を行わなければならな 
    い。 
   ⑥ 巡視結果は巡視報告書に記載すること。 
 (5) 調整池の技術的基準 
  ア 調整池の堰堤高は原則として５メートル以内とする。 
  イ 防災調整池技術基準（昭和 63 年１月、日本河川協会）及び砂防指定地及び地すべ 
   り防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準に準ずること。 
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道 路 管 理 引 継 等 契 約 書 
 宅地開発事業の事業者        （以下「乙」という。）は、           宅地開発事

業等の施行にあたり、君津市長     （以下「甲」という。）と道路管理引継等について君津市宅地開

発事業指導要綱第７条の規定により協議したところ、下記条項により道路管理引継等契約書を締結する。 
 

記 
 
（契約の主旨） 
第１条 乙は、          宅地開発事業等の施行に係る、甲へ帰属をする道路の範囲・帰属の 
 時期・方法・手続き等について定めるものとする。 
 
（帰属する道路の範囲） 
第２条 乙は、帰属する道路の範囲を別紙図面(都市計画図 S=1/2,500)に着色表示し、次の各号に記載す 
 るものとする。 
  (1) 道路の延長     ｍ 
  (2) 道路の幅員     ｍ 
  (3) 道路の起終点地番   起点 君津市 
              終点 君津市 
 
（帰属の時期） 
第３条 乙は、帰属する道路の工事が完了した場合は、宅地開発事業等の完了検査前にあらかじめ道路管 
 理引継書(別記第１号様式)を提出し、甲の引継検査を受けること。 
  なお、事業完了検査前に、甲の検査を受けなかった場合は、甲は、道路の管理引継を拒否できるもの 
 とする。 
  土地の帰属は、工事の検査済証受領後、乙は遅延なく甲へ手続きするものとする。 
 ２ 道路管理引継予定日      年  月  日 
 ３ 土地の帰属予定日      年  月  日 
 
（管理引継の方法・手続き） 
第４条 道路管理引継に必要な図面と書類は、別記第２号様式に該当するものとする。 
  乙は、該当する書類を作成し、甲へ提出するものとする。 
  甲は、引継検査を実施後、完成と認めた場合は、道路の管理引継する旨の文書を乙へ渡すものとする。 
 
（土地の帰属の方法・手続き） 
第５条 土地の帰属は、寄附申込書(別記第３号様式)に基づき必要な書類を乙は、甲へ提出するものとす 
 る。 
  甲は、寄附申込書に不備がないかを確認し、市長決裁後、寄附受入書を乙へ渡すものとする。 
 ２ もし、乙が何らかの理由により、土地の帰属を怠った場合は、甲は、この契約書は破棄するものと 
  する。従って、道路の管理引継もないこととなる。 
 
（費用の負担） 
第６条 この契約に係る費用は、すべて乙の負担とする。 
 
（公租公課の負担） 
第7条 この土地に対する公租公課は、寄附受入書の発行日までに確定しているものについては、乙が負 
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 担するものとする。 
（契約に関する紛争の解決） 
第８条 この契約の内容又は、この契約の履行に関し、関係者から異議の申し出があったときは、乙は責 
 任を持って解決するものとする。 
 
（土地の譲渡等の禁止） 
第９条 乙は、この契約の締結後においても、次に掲げる行為をしてはならない。 
  (1) 土地を第三者に譲渡すること。 
  (2) 土地に地上権・賃借権・抵当権その他所有権以外の権利を設定すること。 
 
（契約外の条項） 
第10条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定め 
 るものとする。 
 
 この契約の締結の証として契約書２通を作成して、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 
 
     年  月  日 
 
 
                     住所 千葉県君津市久保２丁目１３番１号 
                   甲 
                     氏名 君津市 

市 長            ㊞ 
  
                     住所 
                   乙 
                     氏名                 ㊞ 



- 36 - 

別記第１号様式 

  年  月  日 
 
 君津市長         様 
 
                 住 所 
 
                 氏 名                 ㊞ 
 

道路の管理引継ぎについて 
 
 君津市宅地開発事業指導要綱第８条の規定により、道路に関する工事が、下記のとおり

完了しましたので、別紙関係図書を添付し、その管理を引継するため、ご検査くださるよ

うお願い申し上げます。 
 

記 
 
１．引継所在地  君津市 
         【起点】 
         【終点】 
 
２．引継する施設  道 路 
          延 長 
          幅 員 
 
３．添 付 図 書 
 
 (１) 位 置 図 
 (２)  公 図 写 
 (３) 道路現況平面図 
 (４) 道路台帳図 
 (５) 道路区域線図 
 (６) 地下埋設物図 
 (７) 道路標準断面図 
 (８) 道路縦断図 
 (９) 雨水排水計画図 
 (10) 交通安全施設図 
 (11) 構 造 図 
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別記第１号様式（回答） 

第     号 
  年  月  日 

 
 住 所 
 
 氏 名                様 
 
                        君津市長         
 

道路の管理引継ぎについて（回答） 
 
     年  月  日付け貴職より君津市宅地開発事業指導要綱第８条の規定に基づ

き申し出のあったこのことについては、下記の条件により公共施設の管理を引き継ぎます。 
 

記 
 
１．引 継 所 在 地  君津市 

【起点】 
【終点】 

 
２．引継する施設  道路 

延長 
幅員 

 
３．引 継 条 件 
 
 
 
４．引 継 検 査 日      年  月  日（ ） 午    時  分から 
 
５．引 継 立 会 人  事 業 者 
 
          施工業者 
 
          コンサル 
 
          君 津 市 
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別記第２号様式 

道路移管等手続に伴う道路台帳の必要書類 
№ 書    類    名 提出部数 備        考 
① 道路台帳    
② 橋梁台帳   写真が必要 

③ トンネル台帳   写真が必要 
④ 交差台帳   写真が必要 
⑤ 道路現況(独立専用自歩道)台帳    
⑥ 道路現況(部分自歩道)台帳    
⑦ 道路現況調書    
⑧ 実延長調書    
⑨ 安全施設調書    
⑩ 側溝調書    
⑪ 地下埋設物台帳   様式はワープロ可能 
⑫ 道路標識台帳(写真あり)   様式はワープロ可能 
⑬ 街路灯台帳（写真あり）  様式はワープロ可能 

 

道路移管等手続に伴う道路台帳の必要図面 
№ 書    類    名 提出部数 備        考 
① 位 置 図   絶対に必要な図面 
② 公 図 写   絶対に必要な図面 

③ 道路現況平面図   絶対に必要な図面 
④ 道路台帳図   絶対に必要な図面 
⑤ 道路区域線図   絶対に必要な図面 
⑥ 地下埋設物図   絶対に必要な図面 
⑦ 道路標準断面図(舗装構成を含む)   絶対に必要な図面 
⑧ 橋梁構造図    
⑨ 道路縦断図    
⑩ 道路横断図    
⑪ 雨水排水計画図(出来形)    
⑫ 交通安全施設図    
⑬ 構 造 図    
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別記第３号様式 

寄  附  申  込  書 
 
                                 年  月  日 
 君津市長         様 
 
                     住 所 
                 申込人 
                     氏 名             ㊞ 
 
 
 次の物件を寄附します。 

寄 附 の 理 由  

寄 
 
 

附 
 
 

物 
 
 

件 

土 地 

所 在 地 
 

地  目 
 

地  積 
 

建 物 

所 在 地 
 

構  造 
 

面  積 
 

その他

の物件 
種  類 
数 量 等 

 

当 該 物 件 の 建 築 ・ 
建 造 等 の 時 価 

 

寄 附 の 条 件 
 

添 付 書 類  

備 考 
 

 



- 40 - 

別紙 

寄  附  受  入  書 
 

   第     号 
  年  月  日 

 
 

               様 
 
 
                      君津市長         
 
 
     年  月  日付けで寄附の申込があった次の物件を受け入れます。 

寄 
 
 

附 
 
 

物 
 
 

件 

土 地 

所 在 地 
 

地  目 
 

地  積 
 

建 物 

所 在 地 
 

構  造 
 

面  積 
 

その他 
の物件 

種  類 
数 量 等 

 

寄  附  の  条  件 
 

備         考 
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【 寄附申込書の記入例 】 
◎ 寄附受入れのできる前提条件は、 

所有権以外の権利がないこと。 
土地登記事項証明書等で確認が必要。 

寄 附 申 込 書 
 
                                 年  月  日 
 君津市長         様 
 
                     住 所 
                 申込人 
                     氏 名             ㊞ 
                            （持分 ○○分の○○） 
 
 
 
 次の物件を寄附します。 

寄 附 の 理 由 宅地開発事業に伴う道路用地の為 

寄 
 
 

附 
 
 

物 
 
 

件 

土 地 

所 在 地 君津市○○○字○○○  番  外○○筆 

地  目 別紙のとおり 

地  積 別紙のとおり  合計 ○○○，○○㎡ 

建 物 

所 在 地  

構  造  

面  積  

その他

の物件 
種  類 
数 量 等 

 

当 該 物 件 の 建 築 ・ 
建 造 等 の 時 価 

 

寄 附 の 条 件 市道用地として使用すること。 

添 付 書 類 
位置図・案内図・現況平面図・公図写・地積測量図・土

地登記事項証明書・登記承諾書・印鑑証明書（資格証明） 

備 考  

 

※ 寄附の理由は、申込の目的に

より記入すること。 

この印は、確認印でもよい。 
但し、登記承諾書は実印。 

共有の場合は、共有全員の各々から提出。 
（）書で、持分○○分の○○と記入。 

筆数が多い場合は、

別紙一覧表を添付

し別紙と割印をす

ること。 

条件がある場合記入

すること。 

登記申請に使用す

るため用紙は A4 サ

イズ。㊞は実印。 

位置図か案内図

は、寄附場所によ

り省略できる。 
共有者各々から持分記入 
持ち分の数字は、漢字使用 
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宅地開発事業対策協議会設置要領 
（目的） 

第１条 この要領は、君津市宅地開発事業指導要綱（平成８年君津市告示第 72 号。次条第１項第１号

及び第２号並びに第５条第３項において「要綱」という。）第 24 条の規定による宅地開発事業対策協

議会（以下「協議会」という。）の設置について必要な事項を定める。 
 
（所掌事務） 

第２条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。 
 (1) 要綱第５条に規定する宅地開発事業の計画（次条において「計画」という。）に係る審議 
 (2) 要綱第６条に規定する宅地開発事業の事前協議に係る審議 

(3) その他市長が必要と認める事項 
２ 前項第２号の規定による審議は、市街化調整区域における自己の居住又は業務に係る小規模な宅

地開発事業を除くことができる。 
 
（構成員） 

第３条 協議会の構成員は、別表のとおりとする。ただし、別表の構成員２は、計画の内容により、そ

の協議会の構成員となる。 
 
（会議） 

第４条 建設計画課長は、会務を総括し、協議会を代表する。 
２ 協議会は、必要に応じ、建設計画課長が招集し、その議長となる。 
３ 建設計画課長は、必要に応じ、協議会にその他関係者を出席させることができる。 
 
（合議） 

第５条 建設計画課長は、開発の目的、規模等により協議会に諮る必要がないと認められ 
 るものについては、構成員の合議により協議会に代えることができる。 
２ 前項の合議は、第３条に規定する構成員のうち、その所管する事務に関係する構成員 
 とすることができる。 
３ 要綱第６条第２項の協定を締結する場合には、協定事項に関係する構成員の合議を必 
 要とする。 
 
（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、建設計画課において処理する。 
 
（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、建設計画課長 
 が別に定める。 
 
   附 則 
 １ この要領は、平成９年４月１日から施行する。 
 ２ 従前の開発事業対策協議会設置要領は、廃止する。 
   附 則 
 この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 
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 附 則 
この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 
  附 則 
この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
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別 表 

構 成 員 １ 構 成 員 ２ 

 
総 務 部  総務課長 
企画政策部  企画調整課長 
市民生活部  市民生活課長 
経済環境部  経済振興課長 
       農政課長 
       環境衛生課長 
       環境保全課長 
建 設 部  建設計画課長 

管理課長 
       土木課長 
       公園緑地課長 
       建築課長 
       農林土木課長 
教育委員会  生涯学習文化課長 
農業委員会事務局  事務局長 
消 防 本 部  消防総務課長 
 

 
総  務  部 管財課長 
 
小糸地域市民センター 所長 
清和地域市民センター 所長 
小櫃地域市民センター 所長 
上総地域市民センター 所長 
 
東部土木事務所 所長 
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部 課 名 主 な 協 議 事 項 
総 務 部 総 務 課 市の境界の変更に関すること。 
企画政策部 企 画 調 整 課 君津市総合計画との整合に関すること。 
市民生活部 市 民 生 活 課 自治会組織に関すること。 

防犯灯設置に関すること。 
交通安全対策に関すること。 
自転車駐車場に関すること。 

経済環境部 経 済 振 興 課 砂利採取法との整合に関すること。 
店舗計画に関すること。 
工場計画に関すること。 

農 政 課 農業振興施策との整合に関すること。 
環 境 衛 生 課 浄化槽の設置に関すること。 

緑化協定に関すること。 
廃棄物処理計画との整合に関すること。 
ゴミ処理対策及び集積場所に関すること。 

環 境 保 全 課 公害対策に関すること。 
残土処理に関すること。 
その他環境保全に関すること。 

建 設 部 建 設 計 画 課 都市計画・道路計画・河川計画との整合に関すること。 
管 理 課 道路の管理に関すること。 

雨水等排水施設に関すること。 
帰属に関すること。 

土 木 課 道路の整備に関すること。 
道路の維持補修に関すること。 
排水施設の維持補修に関すること。 

公 園 緑 地 課 公園及び緑地に関すること。 
景観計画との整合に関すること。 

建 築 課 建築基準法との整合に関すること。 
農 林 土 木 課 林地開発行為との整合に関すること。 

土地改良に関すること。 
農業用水に関すること。 
林道・農道に関すること。 

教育委員会 生涯学習文化課 文化財の調査及び保全に関すること。 
農 業 委 員 会 事 務 局 農地転用に関すること。 
君 津 富 津 広 域 下 水 道 組 合 下水道の管理に関すること。 
消 防 本 部 消 防 総 務 課 消防水利及び設備に関すること。 
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宅地開発事業対策協議会提出書類及び図面 

 

正 

 

 

 

副 

 

 

 

本 

部 課 名 

申 請 書 及 び 図 書 備 考 

申

請

書 

委

任

状 

各

課

協

議

書 

位

置

図 

区

域

図 

公

図

写 

現

況

図 

土

地

利

用

計

画

図 

造

成

計

画

平

面

図 

造

成

計

画

断

面

図 

道

路

縦

横

断

図 

排

水

計

画

平

面

図 

排

水

関

係

縦

断

図 

流

末

排

水

系

統

図 

給

水

施

設

計

画

平

面

図 

が

け

の

断

面

図 

消

防

水

利

平

面

図 

擁

壁

の
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正 都市建設部 建設計画課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

副 事業者控 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

〃 総務部 総務課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○             

〃 企画政策部企画調整課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○             

〃 市民生活部 市民生活課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○             

〃 経済環境部 環境保全課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○      

〃 経済環境部 環境衛生課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○  ○ ○      

〃 経済環境部 経済振興課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○   ○      

〃 経済環境部 農政課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○   ○      

〃 建設部 公園緑地課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○      

〃 建設部 農林土木課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○  ※ ○     ※農業用水路使用の場合必要 

〃 建設部 管理課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  

〃 建設部 土木課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  

〃 建設部 建築課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  

〃 
教育委員会教育部 

生涯学習文化課 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○            

 

 

〃 消防本部 消防総務課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○   ○  ○ ○   

〃 農業委員会事務局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○   ○      

 

  （注意）1計画によって部数が異なりますのでご注意下さい。 

      2給水施設については、排水施設計画図にまとめて図示してもよい。 
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宅 地 開 発 事 業 協 定 書 

 
 事業者             （以下「乙」という。）は、       宅地開発

事業施行に当たり、君津市（以下「甲」という。）と協議したところ、下記のとおり協議が

整ったので、君津市宅地開発事業指導要綱（平成８年君津市告示第７２号）第６条第２項の

規定により協定を締結する。 
記 

 
第１条 乙は、この宅地開発事業に関し、関係法令及び君津市宅地開発指導要綱を遵守し、

事業計画どおり工事を施工する。 
第２条 乙は、工事期間中の安全管理に万全を期し、災害発生防止等の必要な措置を講ずる。 
第３条 甲は、宅地開発事業の工事期間中、開発区域に立ち入り工事の状況を調査すること

が出来る。この場合、乙又は現場管理者に立ち会いを求めることができる。 
第４条 乙は前条の調査により安全管理又は災害発生防止等に改善を要する指導があっ 

た場合は、速やかにその措置を講ずるものとする。 
第５条 乙は、次の公共施設を設置し、その維持管理並びにその用に供する土地を甲に帰属

する。（帰属する公共施設について具体的に記載） 
(1) 道路 

幅員   ｍ、延長    ｍ、構造 
道路台帳搭載のための書類及び図面は乙が作成する。 

 (2) 交通安全施設 
カーブミラー   基 

 (3) 排水施設 
延長    ｍ、構造 

 (4) 公園及び緑地等 
公園   箇所      ㎡ 
緑地   箇所      ㎡ 
広場   箇所      ㎡ 

 (5) 消防水利 
消火栓      基 
消火水槽          箇所、敷地      ㎡ 

 (6) 廃棄物処理施設 
      ごみ集積場    箇所       ㎡ 
 (7) 防犯施設 
 (8) その他の公共施設について記載 
第６条 乙の設置した次の公共施設は、甲に帰属せず、乙の責任において事業完了後も適正
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な維持管理が行われるよう必要な措置を講ずる。（帰属しない公共施設について記載） 

(1) 道路 
幅員   ｍ、延長    ｍ、構造 

 (2) 交通安全施設 
 (3) 排水施設 
 (4) 公園及び緑地等 
 (5) 消防水利 
 (6) 廃棄物処理施設 
 (7) 防犯施設 
 (8) その他の公共施設について記載 
第７条 乙は、次の公益施設用地を確保し、事業完了後において甲に帰属する。（公益施設

設置の場合に適用） 
 (1) 教育施設 
 (2) 官公庁施設 
 (3) その他の公益施設 
第８条 乙は、次の公害対策を講ずる。 
 (1) 工事期間中の雨水による水質汚濁を防止するため、仮の沈砂池を設置する。 
 (2) 造成地における砂の飛散及び流出を防止するため、草の種子を散布する。 
 (3) その他必要に応じて公害防止策を講ずる。 
第９条 乙は、工事施行中に埋蔵文化財の所在を発見した場合は、工事を中止し、速やかに

君津市教育委員会に報告し、その指示を得る。 
第１０条 甲は、第５条の規定により帰属された公共施設に瑕疵があるときは、乙に対し

てその瑕疵の補修又は損害の賠償を請求することができる。 
２ 前項の規定による瑕疵の補修及び損害の賠償請求は、当該公共施設が帰属された日か

ら２年以内にこれを行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過

失により生じた場合には、当該請求のできる期間は１０年とする。 
 
 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自保有する。 
 
         年  月  日 

甲 君津市久保二丁目１３番１号 
君津市 

市  長                印 

 
乙 事業者 

住 所 
氏 名                        印 


